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４財人養第１１２６号  
令和４年８月１０日  

 
各法人 御中 

公益財団法人東京都福祉保健財団   
                               理事長  真 田 正 義  
                                     （ 印 章 省 略 ） 

  
令和４年度現任介護職員資格取得支援事業の実施及び助成金 

の交付申請について 
 

日頃より当財団の運営につきましては、御理解と御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 
標記事業は、当財団が平成２３年度から引き続き東京都の補助事業として実施しているところです。 
つきましては、関係書類を下記のとおり送付いたしますので、関係事業所へ御周知いただきますようお

願いいたします。申請書類は法人単位で御提出いただきますので、事務担当者様にも併せて御周知いただ

きますようお願いいたします。 
 

記 
１ 事業の制度について 

  この事業は、対象法人が介護福祉士国家試験を受験する職員に対して、令和４年４月１日から令和５

年３月３１日までに資格取得に係る経費を支援した場合、その支援した金額の 1/2 に対して、交付予定

額の範囲内で助成金を交付するものであり、対象職員の合否によって助成基準が変わる制度です。 
 昨年度より「実施要綱」及び「Ｑ＆Ａ」は送付せず、通知文のみお送りしています。「実施要綱」及び

「Ｑ＆Ａ」は当財団ホームページに掲載されておりますので御確認ください。 
 
２ ホームページ掲載書類 

（１）通知文 

（２）実施スケジュール 
（３）令和４年度現任介護職員資格取得支援事業助成金交付実施要綱 
（４）交付申請書類一式 

（交付申請提出書類一覧、別記様式第１号、別記様式第１号－２（対象者別）、別記様式第１号－３（対象者別）） 
（５）交付申請書類 記入例と作成手順書 
（６）現任介護職員資格取得支援事業 Ｑ＆Ａ 
 
３ 提出書類 

（１）令和４年度 現任介護職員資格取得支援事業 交付申請提出書類一覧 

（２）別記様式第１号 

（３）別記様式第１号－２（対象者別） 

（４）別記様式第１号－３（対象者別）  
※上記（４）には、介護福祉士国家試験受験料（18,380 円）の「受験手数料払込受領証」の写し(コピ

ー)を貼付してください。 

 

４ 提出期限 

  令和４年９月１６日（金曜日）必着 
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５ 提出方法 

  法人単位で、提出書類（１）から（４）を取りまとめ、次頁の下段にある「交付申請用宛名ラベル」

を切り取り、封筒に貼付して郵送にて御提出ください。 
 
６ 交付申請における留意点 

（１）本事業では、受験料（18,380 円）の支払いを済ませていない場合は申請不可となっています。受験

料の払込みを確認するため「別記様式第１号－３（対象者別）」に介護福祉士国家試験受験料の「受

験手数料払込受領証」の写し（コピー）を貼付してください。    
（２）助成対象経費については、対象法人が支援予定の金額（見込額）を算出してください。 

対象者や対象期間など詳細については、ホームページ掲載の「実施要綱」及び「Ｑ＆Ａ」を御確認い

ただき、作成にあたっては「記入例と作成手順書」を御参照ください。  
（３）申請様式は、当財団のホームページに掲載しています。数式は自動計算されます。 

  東京都福祉保健財団＞各種様式のご案内＞介護保険分野＞現任介護職員資格取得支援事業 

 
７ 交付予定額の決定 

実施要綱に基づき交付申請書類を審査した後、東京都により交付予定額が決定され、当財団から法人

宛に通知をします。合否発表後の実績報告書類作成の際に必要となりますので、大切に保管してくださ

い。（令和５年２月に通知予定） 

 

８ 助成金の交付 

（１）合格発表後、法人から提出された実績報告書類に基づき審査を行い、交付予定額の範囲内で助成金

額を確定後、交付となります。（令和５年４月末に振込予定） 

なお、実績報告書類では、合否結果及び対象経費の支払いが確認できる書類等を提出していただき

ますので、領収書等の保管については紛失することのないよう御注意ください。  
（２）法人が対象経費を支援しなかった等の理由により請求を取り下げる（０円）場合であっても、実施

要綱第７条により実績報告書類を御提出いただきます。 

 

９ その他 

（１）交付申請から助成金交付までの流れについては、ホームページ掲載の「 実施スケジュール（予定）」

を御確認いただき、合格発表から実績報告書類提出までの期間が非常に短いことを予め御理解いただ

いた上で、申請書類を作成し御提出ください。  
（２）試験センター発行の「受験票」は、実績報告書類を提出する際に必要となる場合がありますので、

紛失しないように御周知いただけますようお願いいたします。 

(３) 障害者総合支援法による指定事業所に勤務している職員の方は本事業の対象外です。当財団で別途

実施している「現任障害福祉サービス等職員資格取得支援事業」の活用を御検討ください。 

 

１０ 問合せ先 

  公益財団法人東京都福祉保健財団 人材養成部 福祉人材養成室 助成金担当（電話０３－３３４４－８５１３ ）   
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*********✄**********✄**********✄**********✄****切り取り****✄**********✄**********✄********** 

〒163-0719  
東京都新宿区西新宿２－７－１ 小田急第一生命ビル１９階   
公益財団法人東京都福祉保健財団 人材養成部 福祉人材養成室 助成金担当 行  

令和４年度 現任介護職員資格取得支援事業助成金 交付申請書 在中 


